
　
医
療
安
全
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
「
患
者

さ
ん
対
応
に
困
っ

た
ケ
ー
ス
―
守
秘

義
務
等
に
つ
い
て

―
」
を
来
る
3
月

9
日
に
開
催
す
る
。

　
患
者
側
の
期
待
と
医
療
従
事

者
の
予
期
と
に
反
す
る
不
良
な

結
果
の
原
因
を
ど
う
適
確
に
説

明
し
得
る
か
。
以
下
の
相
談
事

例
は
ど
う
か
？
「
70
歳
代
女
性

が
転
倒
し
て
大
腿
骨
頸
部
骨
折

を
受
傷
し
、
人
工
骨
頭
置
換
術

を
受
け
た
。
1
年
ほ
ど
前
に
腰

痛
で
受
診
し
、
骨
粗
鬆
症
に
よ

る
椎
体
の
圧
迫
変
形
も
あ
り
、

ビ
ス
ホ
ス
ホ
ネ
ー
ト
系
の
Ｒ
剤

が
処
方
さ
れ
た
が
、
通
院
治
療

は
次
第
に
途
絶
え
た
。
今
回
の

骨
折
で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど

を
調
べ
て
か
、『
あ
の
時
に
き

ち
ん
と
説
明
を
し
て
、
も
っ
と

強
く
薬
の
服
用
を
勧
め
て
く
れ

て
い
た
ら
、服
薬
を
続
け
、少
な

く
と
も
4
割
の
確
率
で
骨
折
し

な
か
っ
た
は
ず
。
医
療
費
の
4

割
や
慰
謝
料
を
払
う
な
ど
誠
意

を
示
せ
』と
、代
理
で
家
族
が
苦

情
を
申
し
入
れ
た
。
病
院
に
そ

ん
な
責
任
が
生
じ
る
の
か
」注
）

　
「
服
用
す
れ
ば
4
割
の
確
率

で
骨
折
が
防
止
で
き
る
」と
の
根

拠
論
文（M

c Clung M
R,et 

al.N

 Engl J M
ed 2001;34

4:333-40

）を
取
り
寄
せ
検
討

し
た
。
70
歳
代
女
性
の
大
腿
骨

頸
部
骨
折
の
発
生
率
が
、
3
カ

月
毎
に
3
年
ま
で
図
表
に
掲
載

さ
れ
、
3
年
の
時
点
で
プ
ラ
セ

ボ（
偽
薬
）投
与
群
（
ｎ
＝
1
8

2
1
）3
・
3
％
、Ｒ
剤
投
与
群

（
ｎ
＝
3
6
2
4
）1
・
9
％

で
、
相
対
リ
ス
ク
減
少
は
、

（
3・3－

1・9
）／
3
・
3

＝
0
・
42
と
確
か
に
約
4
割
で

あ
り
、
統
計
的
に
有
意
な
減
少

で
も
あ
る（log

‐rank

法
）。た

だ
し
、
80
歳
代
群
に
は
有
意
差

は
な
い
。そ
こ
で
、あ
る
1
人
に

つ
い
て
、
服
薬
し
て
お
れ
ば
骨

折
せ
ず
に
済
ん
だ
と
言
え
る
に

は
、
何
人
の
人
に
予
め
服
薬
・

治
療
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た

か
の
、
治
療
効
果
発
現
必
要
症

例
数（Number needed to 

treat:NNT

）を
求
め
る
と
、

絶
対
リ
ス
ク
減
少
の
逆
数
な
の

で
、
Ｎ
Ｎ
Ｔ
＝
1
0
0
／

（
3
・
3－

1
・
9
）
＝
71
・

4
人
と
な
る
。
つ
ま
り
、
服

薬
・
治
療
を
し
な
か
っ
た
者
が

71
・
4
人
い
る
と
そ
の
内
の
1

人
は
そ
れ
に
よ
っ
て
骨
折
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
、
1
人
が
骨

折
し
た
こ
と
へ
の
非
服
薬
の
寄

与
度
は
1
／
71
・
4
＝
0
・

0
1
4
と
な
り
、
決
し
て
4

割
で
は
な
い
。

　
次
に
、
い
つ
ま
で
服
薬
す
れ

ば
発
生
率
に
有
意
差
が
出
る
か

を
計
算
す
る
と
、
2
年
3
カ
月

以
降
3
年
ま
で
と
な
り
、
2
年

以
下
で
は
差
が
な
い
。
有
意
な

予
防
に
は
最
短
2
年
3
カ
月
間

の
服
薬
を
要
し
、
1
年
間
の
処

方
の
懈
怠
と
骨
折
発
生
と
に
は

因
果
関
係
が
な
い
。
医
事
紛
争

の
予
防
・
解
決
に
統
計
学
的
検

討
を
要
す
る
事
例
で
あ
る
。

　
医
療
の
安
全
確
保
の
参
考

に
、
協
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
是

非
ご
参
加
下
さ
い
。

　
注
）　
メ
ル
マ
ガ
2
0
1
2
年

8
・
9
月
号
、
知
恵
袋
・
相
談
コ
ー

ナ
ー
19
よ
り
：
法
学
者
の
回
答
あ

り
。
掲
載
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
は
検
索

エ
ン
ジ
ン
で
：
比
較
法
研
究
セ
ン

タ
ー
↓
医
療
と
法
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
↓

研
究
成
果
・
情
報
提
供
↓
ト
ラ
ブ
ル

相
談
。

患
者
対
応
に
困
る
事
例

協
会
シ
ン
ポ
を
ぜ
ひ
ご
参
考
に

　
国
会
で
来

年
度
予
算
が

審
議
さ
れ
て

い
る
。
借
金

が
膨
ら
む
こ
と
を
も
の
と
も
せ

ず
、
税
収
が
借
金
よ
り
多
く
な

る
よ
う
に
数
字
の
魔
術
を
駆
使

し
、
過
去
最
大
規
模
の
予
算
で

あ
る
。
国
土
強
靭
化
と
称
し
、

大
震
災
以
後
、
地
震
津
波
の
被

害
予
想
見
直
し
も
あ
り
不
安
に

駆
ら
れ
る
国
民
心
理
を
利
用
し

て
、
公
共
事
業
を
増
や
す
よ
う

で
あ
る
▼
高
度
成
長
期
に
造
ら

れ
た
イ
ン
フ
ラ
が
耐
用
年
数
を

迎
え
て
い
る
。今
、洛
西
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
の
各
所
で
水
道
管
取
り

換
え
工
事
の
た
め
、
道
路
の
車

線
規
制
が
さ
れ
て
い
る
。昨
年
、

水
道
管
の
破
裂
か
ら
ガ
ス
管
損

傷
、
ガ
ス
管
へ
の
水
の
流
入
と

な
り
、
大
阪
ガ
ス
の
各
地
の
ナ

ン
バ
ー
の
車
が
結
集
し
、
公
園

を
臨
時
の
基
地
に
走
り
回
っ
て

い
た
。
笹
子
ト
ン
ネ
ル
の
天
井

板
崩
落
事
故
も
記
憶
に
新
し

い
。
人
口
が
減
少
し
て
い
く
本

邦
で
、
減
っ
た
人
口
の
身
の
程

に
合
う
イ
ン
フ
ラ
を
考
え
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
▼
景
気
対
策

は
す
な
わ
ち
公
共
事
業
と
い
う

旧
来
の
考
え
で
い
い
の
だ
ろ
う

か
。
大
手
が
潤
っ
て
も
現
場
の

労
働
者
に
十
分
な
手
当
て
が
い

く
だ
ろ
う
か
。
企
業
の
内
部
留

保
が
国
会
審
議
で
も
話
題
に
な

り
、
ま
た
福
島
で
の
除
染
の
手

当
て
が
ピ
ン
ハ
ネ
さ
れ
た
よ
う

な
の
に
▼
一
方
、
生
活
保
護
費

を
削
る
と
い
う
。
確
実
に
そ
の

分
国
内
消
費
が
減
少
す
る
だ
ろ

う
。低
所
得
の
人
が
い
る
か
ら
と

低
い
方
に
合
わ
せ
る
の
で
い
い

の
か
？ 

所
得
の
再
配
分
を
よ

く
考
え
、所
得
の
少
な
い
人
に
お

金
が
回
る
よ
う
に
し
た
方
が
国

内
消
費
に
つ
な
が
る
よ
う
に
思

う
が
い
か
が
だ
ろ
う
。（
門
雀
庵
）

　
京
都
府
保
険
医
協
会
は
1
月
31
日
、
第
1
8
4
回
定
時
代
議

員
会
を
開
き
、
2
0
1
2
年
度
上
半
期
活
動
報
告
お
よ
び
下
半

期
活
動
方
針
、
決
議
案
を
採
択
し
た
。
代
議
員
61
人
、
理
事
者

21
人
の
出
席
で
、
岡
田
議
長
と
茨
木
副
議
長
が
進
行
し
た
。

 

上
半
期
重
点
活
動
を
総
括

　
ま
ず
、
増
田
副
理
事
長
か
ら

12
年
度
上
半
期
の
活
動
を
総

括
。
社
会
保
障
の
根
幹
を
揺
る

が
す
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進

法
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
警
鐘

を
鳴
ら
し
、
廃
案
を
求
め
る
会

員
署
名
、
国
会
議
員
要
請
に
取

り
組
ん
だ
。
ま
た
、
同
法
の
成

立
を
受
け
た
談
話
の
発
表
や
京

都
府
知
事
へ
の
要
望
、
お
よ
び

京
都
府
と
の
懇
談
を
開
催
。
推

進
法
の
抜
本
改
正
お
よ
び
廃
止

を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
医
療

施
策
に
つ
い
て
改
善
を
求
め
た
。

　
ま
た
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
問
題
に

つ
い
て
は
、
参
加
型
講
演
会
の

企
画
を
は
じ
め
、
協
会
を
含
め

た
各
団
体
が
結
集
し
た
Ｔ
Ｐ
Ｐ

参
加
反
対
京
都
府
民
集
会
の
開

催
、「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
反
対
京
都
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
の
結
成
や
医
療
者

の
立
場
か
ら
み
た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
問

題
点
を
考
察
し
た
書
籍
の
発
刊

を
行
っ
た
。

　
診
療
報
酬
改
定
対
策
で
は
、

追
加
通
知
や
事
務
連
絡
等
の
周

知
に
努
め
る
と
と
も
に
、
医
療

機
関
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め

の
各
種
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
。

こ
の
う
ち
、
管
理
栄
養
士
配
置

義
務
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

厚
生
労
働
大
臣
ら
に
要
望
書
を

提
出
し
た
。
さ
ら
に
は
会
員
を

対
象
に
7
種
類
以
上
の
内
服
薬

を
投
薬
し
た
場
合
の
薬
剤
料
の

逓
減
お
よ
び
処
方
料
・
処
方
せ

ん
料
の
減
額
問
題
、
後
発
医
薬

品
の
使
用
促
進
の
一
方
で
、
品

質
に
問
題
が
あ
る
も
の
が
存
在

す
る
問
題
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー

ト
も
実
施
し
た
。

　
経
営
関
係
で
は
、
共
済
制
度

の
充
実
や
13
年
度
税
制
改
正
を

見
据
え
た
活
動
、
医
療
安
全
対

策
で
は
学
習
会
開
催
や
講
師
活

動
、
総
務
関
係
で
は
文
化
活
動

な
ど
を
報
告
し
た
。

 

新
自
由
主
義
の
政
治

 

か
ら
訣
別
を

　
議
事
で
は
、
垣
田
副
理
事
長

が
情
勢
を
報
告
。
3
党
合
意
に

よ
る
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進

法
が
成
立
し
た
こ
と
で
、
今
後

の
社
会
保
障
の
在
り
方
が
歪
め

ら
れ
る
点
を
指
摘
。
さ
ら
に

は
、
推
進
法
に
位
置
付
け
ら
れ

た
「
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民

会
議
」
の
危
険
性
に
つ
い
て
も

言
及
。
強
力
な
権
限
を
も
つ
会

議
体
が
、
社
会
保
障
の
当
事
者

を
加
え
ず
、
国
民
生
活
や
医
療

の
現
場
と
乖
離
し
た
形
で
作
ら

れ
た
こ
と
が
大
問
題
だ
と
指
摘

し
た
。

　
協
会
は
医
療
提
供
体
制
の
改

革
と
開
業
医
医
療
の
再
評
価
を

求
め
る
と
と
も
に
、
新
自
由
主

義
の
政
治
か
ら
脱
却
し
、
新
た

な
福
祉
国
家
を
目
指
す
取
り
組

み
を
粘
り
強
く
進
め
て
い
き
た

い
と
報
告
し
た
。

 

協
会
の
重
点
活
動
方
針

 

を
確
認

　
情
勢
報
告
を
受
け
て
、
関
理

事
長
が
活
動
方
針
を
提
案
。
①

社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
へ

の
対
応
、
②
地
域
医
療
に
お
け

る
開
業
医
医
療
の
再
評
価
、
③

Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
参
加
阻
止
、
④
脱

原
発
へ
の
転
換
実
現
、
⑤
次
回

診
療
報
酬
改
定
に
向
け
た
対
応

の
推
進
、
⑥
会
員
か
ら
の
要
望

へ
の
対
応
強
化
を
重
点
課
題
と

し
て
挙
げ
た
。

　
特
に
Ｔ
Ｐ
Ｐ
問
題
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な

施
策
に
よ
り
疲
弊
し
た
開
業
医

医
療
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
今
、

必
要
な
も
の
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化

へ
の
対
応
で
は
な
く
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
で
進
ん
だ
地
域
医
療
の

崩
壊
や
国
民
の
貧
困
状
態
、
格

差
の
拡
大
を
解
決
す
る
た
め
の

新
し
い
政
治
で
あ
る
こ
と
を
強

調
。
協
会
は
こ
の
新
し
い
政
治

を
求
め
、
邁
進
し
て
い
き
た
い

と
述
べ
た
。

　
提
案
は
す
べ
て
賛
成
多
数
で

採
択
さ
れ
、
質
疑
応
答
で
は
代

議
員
か
ら
安
倍
政
権
の
経
済
政

策
や
Ｔ
Ｐ
Ｐ
問
題
に
つ
い
て
の

意
見
・
要
望
が
寄
せ
ら
れ
た
。

 

（
2
面
に
特
集
）

日　時 ３月９日（土）
　　　  ①シンポジウム：午後４時～
　　　  ②懇親会：午後６時30分～８時
場　所 新・都ホテル 「陽明殿」 の間（ＪＲ京都駅八条口前）
パネラー
（発表順）

　ご家族や医療従事者の方の参加も歓迎！ 医療安全管理の
ための職員の研修。参加者には参加証を交付。
参加費 １人2,000円（懇親会費含む）※当日徴収
申　込  地区・医療機関名・電話番号・代表者氏名・

参加人数を明記の上、FAX 075‒212‒0707 で
3月 1日（金）までにお申し込み下さい。

共　催 京都府保険医協会　（有）アミス
後　援　京都府歯科保険医協会

塚田　紀子 氏 （京都きづ川病院薬剤師）
高比良伸子 氏 （田辺中央病院看護部副部長）
松尾　美幸 氏 （京都中央法律事務所弁護士）
樋口　範雄 氏 （東京大学大学院法学政治学研究科教授）

Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
参
加
阻
止
、
④
脱

Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
参
加
阻
止
、
④
脱

原
発
へ
の
転
換
実
現
、
⑤
次
回

Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
参
加
阻
止
、
④
脱

原
発
へ
の
転
換
実
現
、
⑤
次
回

医療安全シンポジウム
患者さん対応に困ったケース
― 守秘義務等について ―

代議員会で方針を述べる関理事長

一体改革・TPP反対を表明
第184回定時代議員会開く

2 0 1 3 年 (平成 2 5 年) 2 月 2 0 日 第 2 8 4 8 号京 都 保 険 医 新 聞 毎月 5日･20日･25日発行( 1 )

メディカルページ http://www.healthnet.jp　保険医専用サイト http://www.hokeni.jp（ユーザー名・パスワードとも kyohoi)　メールアドレス info@hokeni.jp

主な内容

第
184
回
代
議
員
会
特
集 

（
2
面
）

7
剤
以
上
の
算
定
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト 

（
3
面
）

会
員
寄
稿 

私
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
考 

（
5
面
）



　
国
の
進
め
て
き
た
新
自
由
主

義
構
造
改
革
に
よ
っ
て
地
方
自

治
体
の
力
が
奪
わ
れ
て
き
た
な

か
で
、
東
日
本
大
震
災
、
東
京

電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
が
起

き
、
い
ま
だ
十
分
な
復
興
が
で

き
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
構

造
改
革
の
見
え
な
か
っ
た
矛
盾

が
明
ら
か
に
な
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
国
は
こ
れ
を
機
に
さ

ら
に
こ
の
路
線
を
推
し
進
め
よ

う
と
し
て
い
る
。

　
消
費
税
増
税
を
柱
と
す
る
社

会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
で
は

社
会
保
障
の
概
念
を
「
自
助
」

「
共
助
」「
公
助
」
と
し
、
医

療
・
介
護
に
関
す
る
保
険
給
付

範
囲
を
「
適
正
化
」
と
称
し
、

公
的
責
任
を
後
退
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
社
会
保

障
制
度
改
革
推
進
法
に
は
「
国

民
皆
保
険
制
度
を
守
る
」
を

「
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
国
民

が
加
入
す
る
仕
組
み
」
と
改
悪

し
て
い
る
。
ま
た
、
環
太
平
洋

連
携
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
交
渉
に

参
加
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

こ
の
こ
と
は
、
混
合
診
療
の
導

入
や
営
利
企
業
の
参
入
な
ど
に

よ
っ
て
国
民
皆
保
険
制
度
を
壊

し
地
域
医
療
の
崩
壊
を
ま
ね

く
。
さ
ら
に
、
我
々
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ

で
懸
念
し
て
い
た
Ｉ
Ｓ
Ｄ
条
項

が
韓
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
実
際
に
発
動

さ
れ
た
。

　
こ
う
い
っ
た
な
か
、
総
選
挙

が
行
わ
れ
た
が
、
今
後
も
自
公

の
連
立
政
権
に
第
三
極
や
民
主

党
が
加
わ
る
と
い
う
体
制
で
、

今
以
上
の
ス
ピ
ー
ド
で
新
自
由

主
義
構
造
改
革
路
線
が
進
め
ら

れ
か
ね
な
い
。
ま
た
安
倍
政
権

は
、
領
土
問
題
に
か
ら
め
、
国

防
軍
化
等
の
憲
法
第
9
条
に
関

わ
る
政
策
も
打
ち
出
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
な
か

で
、
私
た
ち
保
険
医
が
担
う
べ

き
役
割
は
、
す
べ
て
の
国
民
の

健
康
と
命
、
そ
し
て
生
活
を
守

る
べ
く
、
国
民
と
と
も
に
さ
ま

ざ
ま
な
運
動
に
か
か
わ
り
、
国

へ
の
対
案
を
提
示
し
、
京
都
府

保
険
医
協
会
が
示
し
て
き
た
社

会
保
障
基
本
法
・
憲
章
の
も
と

憲
法
第
25
条
に
命
を
吹
き
込

み
、
こ
の
理
念
に
基
づ
い
て
真

の
福
祉
国
家
を
つ
く
り
あ
げ
て

い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
実
現

に
向
け
て
以
下
を
国
に
求
め
る

こ
と
を
決
議
す
る
。

　
一
、
地
域
医
療
を
担
う
開
業

医
の
役
割
を
再
認
識
し
、
国
民

が
安
全
・
安
心
な
医
療
を
受
け

ら
れ
る
医
療
体
系
を
確
立
す
る

こ
と
。

　
一
、
京
都
府
保
険
医
協
会
の

示
す
社
会
保
障
基
本
法
・
憲
章

を
も
と
に
、
憲
法
第
25
条
の
理

念
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
社

会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
を
撤

回
し
、
公
的
責
任
で
社
会
保
障

を
充
実
さ
せ
、
患
者
負
担
減
を

行
う
こ
と
。

　
一
、
地
域
医
療
の
崩
壊
を
ま

ね
き
、
国
民
の
生
活
を
さ
ら
に

困
難
に
す
る
消
費
税
増
税
は
中

止
す
る
こ
と
。

　
一
、
国
民
皆
保
険
制
度
を
脅

か
す
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
は
、
参
加
し
な

い
こ
と
。

　
一
、
震
災
被
災
国
民
の
生
活

再
建
を
早
急
に
国
の
責
任
で
行

う
こ
と
。

　
一
、
原
発
を
即
時
停
止
し
、

廃
炉
に
向
け
て
核
廃
棄
物
の
最

終
処
理
に
関
わ
る
政
策
も
含
め

工
程
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
中

心
の
政
策
を
示
す
こ
と
。

　
一
、
憲
法
第
9
条
の
理
念
に

基
づ
き
、
平
和
の
も
と
に
国
民

の
命
と
生
活
を
守
る
こ
と
。
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決
　
　
議

■ 

Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
対
応
に

　 

つ
い
て

　
小
林
充
代
議
員
（
綾
部
）＊

Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
医
療
へ
の
影
響
に
つ

い
て
、
も
っ
と
宣
伝
す
る
必
要

が
あ
る
。

　
瀬
古
敬
代
議
員
（
北
丹
）
＊

竹
中
平
蔵
氏
が
経
済
顧
問
に
抜

擢
さ
れ
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
で

Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
強
行
さ
れ
そ
う
だ
。

中
国
や
ア
メ
リ
カ
に
媚
び
、
日

本
が
崩
壊
し
て
い
く
の
は
い
か

に
も
口
惜
し
い
こ
と
だ
。

　
関
理
事
長　
協
会
は
、
12
年

5
月
に
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
モ
デ
ル
と
も

さ
れ
る
韓
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
発
効
さ

れ
た
韓
国
を
医
療
視
察
し
、
問

題
を
告
発
す
る
か
た
ち
で
ブ
ッ

ク
レ
ッ
ト
を
発
刊
。
9
月
に
は

賛
成
派
反
対
派
の
論
客
を
招
い

て
講
演
会
を
開
催
、
11
月
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
団
体
と
と
も
に
Ｔ

Ｐ
Ｐ
参
加
反
対
京
都
府
民
集
会

を
開
催
す
る
な
ど
、
会
員
・
府

民
に
対
し
反
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
姿
勢
を

示
し
て
き
た
。
官
邸
の
中
に
も

推
進
派
も
い
れ
ば
反
対
派
も
い

る
と
き
い
て
い
る
。
絶
対
に
反

対
と
い
う
立
場
で
論
陣
を
は
っ

て
い
き
た
い
の
で
、
会
員
の
ご

支
援
を
た
ま
わ
り
た
い
。

　
門
祐
輔
代
議
員
（
左
京
）　

京
都
保
険
医
新
聞
（
1
月
20
日

号
）
に
、
韓
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
初
の

Ｉ
Ｓ
Ｄ
条
項
発
動
と
掲
載
さ
れ

て
い
た
。
こ
れ
は
非
常
に
重
要

な
問
題
で
あ
る
。
協
会
は
、
Ｔ

Ｐ
Ｐ
に
お
い
て
も
Ｉ
Ｓ
Ｄ
条
項

や
ラ
チ
ェ
ッ
ト
条
項
が
非
常
に

危
険
で
あ
る
と
主
張
し
て
き

た
。
し
か
し
、
今
回
の
決
議
案

な
ど
に
は
そ
れ
に
関
す
る
記
載

が
な
い
の
で
、
何
ら
か
の
形
で

補
完
さ
れ
た
方
が
い
い
の
で
は

な
い
か
。

　
関
理
事
長　
議
案
書
作
成
後

の
動
き
で
あ
っ
た
の
で
、
ご
指

摘
通
り
決
議
に
加
え
た
い
。

■ 

安
倍
政
権
の

　 

経
済
政
策
に
つ
い
て

　
島
津
恒
敏
代
議
員
（
中
西
）

安
倍
政
権
の
経
済
政
策
へ
期
待

を
寄
せ
る
か
の
よ
う
な
協
会
の

認
識
は
、
お
か
し
い
と
思
う
。

現
在
の
日
本
の
財
政
状
況
は
、

小
手
先
の
景
気
対
策
で
解
決
す

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
世

界
経
済
は
大
不
況
に
陥
っ
て
お

り
、
こ
う
い
う
状
況
で
赤
字
国

債
を
増
発
し
、
そ
れ
を
日
銀
に

引
き
受
け
さ
せ
る
の
は
、
行
き

つ
く
先
は
「
戦
争
」
と
い
う
戦

前
の
現
象
と
同
じ
だ
。
自
民
党

は
参
院
選
を
乗
り
切
れ
ば
、
改

憲
や
自
衛
隊
の
海
外
派
遣
な
ど

を
出
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
危
惧
す
る
。
我
々
は
、
平
和

が
あ
っ
て
こ
そ
国
民
の
健
康
が

維
持
で
き
る
と
い
う
立
場
に

立
っ
て
、
戦
争
に
結
び
つ
く
よ

う
な
間
違
っ
た
経
済
政
策
に

は
、
断
固
と
し
て
反
対
す
る
べ

き
で
あ
る
。

　
関
浩
理
事
長　
こ
こ
数
年
、

特
に
欧
州
諸
国
に
お
い
て
は
、

紙
幣
増
刷
に
よ
る
制
御
で
き
な

い
イ
ン
フ
レ
を
恐
れ
て
主
に
財

政
規
律
や
緊
縮
財
政
を
行
っ
て

き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
い
わ
ゆ

る
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
い
う
大
き

な
実
験
を
や
ろ
う
と
し
て
い
る

日
本
を
世
界
は
注
視
し
て
い

る
。
こ
れ
に
失
敗
す
れ
ば
日
本

は
沈
没
す
る
と
い
う
危
惧
は
あ

る
が
、
私
は
う
ま
く
い
っ
て
も

ら
い
た
い
と
い
う
期
待
感
を

も
っ
て
見
守
り
た
い
。
も
う
一

方
で
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で

あ
る
社
会
保
障
を
し
っ
か
り
守

る
活
動
を
続
け
た
い
。

■ 

代
議
員
会
の

　 

開
催
日
に
つ
い
て

　
鶴
田
千
尋
代
議
員（
西
京
）＊

代
議
員
会
の
開
催
日
は
な
ぜ
木

曜
日
な
の
か
。

　
関
理
事
長　
総
会
は
日
曜

日
、
代
議
員
会
は
平
日
と
し
て

お
り
、
こ
の
う
ち
比
較
的
出
席

し
て
い
た
だ
き
や
す
い
こ
と
か

ら
木
曜
日
と
し
て
い
る
。
ご
意

見
が
多
け
れ
ば
検
討
し
た
い
。

 

（
文
責
：
編
集
部
）
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2
0
1
2
年
12
月
16
日
に

投
開
票
が
行
わ
れ
た
第
46
回
衆

議
院
議
員
選
挙
は
、
自
民
党
が

2
9
4
議
席
で
単
独
過
半
数
を

確
保
。
26
日
に
自
公
連
立
の
第

2
次
安
倍
内
閣
が
発
足
し
た
。

　
今
回
の
総
選
挙
は
、
小
選
挙

区
制
の
特
性
か
ら
前
回
に
続
き

大
差
で
の
政
権
交
代
を
も
た
ら

し
た
。
ま
た
、
消
費
税
・
原

発
・
Ｔ
Ｐ
Ｐ
と
い
う
明
確
な
争

点
が
あ
り
な
が
ら
、
第
三
極
の

乱
立
・
分
裂
な
ど
で
選
択
肢
が

整
理
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
有
権

者
の
判
断
基
準
と
な
り
え
ず
、

結
局
民
主
党
へ
の
譴
責
に
収

斂
。
自
民
党
が
政
権
党
と
し
て

の
実
績
を
持
つ
唯
一
の
党
と
い

う
消
去
法
選
択
に
よ
り
第
1
党

と
な
る
結
果
に
な
っ
た
。
自
民

党
の
小
選
挙
区
で
の
得
票
率
は

43
％
で
あ
っ
た
が
、
勝
率
は
実

に
79
％
（
過
去
最
低
の
投
票
率

で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
惨
敗
し
た

前
回
選
挙
よ
り
も
票
数
は
下
回

る
）。
ま
さ
に
小
選
挙
区
制
の

特
性
に
よ
る
圧
勝
と
い
え
る
。

　
そ
こ
で
「
総
選
挙
結
果
を
う

け
て
」
の
意
識
を
、
代
議
員
会

出
席
の
代
議
員
、
理
事
者
に
き

い
た
。
回
答
は
82
人
中
74
人

（
90
％
）。

7
割
が
自
民
は

　
　 

「
勝
ち
過
ぎ
」

　
こ
の
自
民
党
の
獲
得
票
数
に

関
し
て
、「
獲
得
し
す
ぎ
」
と

考
え
て
い
る
の
は
7
割
を
超

え
、「
適
当
」
と
し
た
の
は
1

割
に
止
ま
っ
た
。

小
選
挙
区
制
度
は

　
　「
改
め
る
べ
き
」

　
ま
た
、
今
総
選
挙
で
は
40
％

も
の
死
に
票
が
で
る
な
ど
、
小

選
挙
区
制
の
問
題
が
顕
在
化
し

た
が
、
小
選
挙
区
制
度
に
つ
い

て
、「
投
票
行
動
と
議
席
数
に

乖
離
が
大
き
い
た
め
改
め
る
べ

き
」
が
7
割
超
え
、「
政
権
交

代
を
容
易
に
す
る
た
め
必
要
」

は
約
1
割
で
あ
っ
た
。

改
憲
・原
発
は
自
重
を

　
安
倍
政
権
が
行
お
う
と
し
て

い
る
政
策
で
「
期
待
す
る
も

の
」「
自
重
を
求
め
た
い
も
の
」

政
権
に
自
重
求
め
る
意
見
多
数

 

代
議
員
会
で
ア
ン
ケ
ー
ト

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
2
つ
選
択

を
求
め
た
（
表
）。

　
自
重
を
求
め
た
い
も
の
で

は
、「
改
憲
」
と
「
原
発
政
策

の
継
続
」
が
26
、「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交

渉
へ
の
参
加
」
と
「
混
合
診

療
・
薬
剤
の
ネ
ッ
ト
販
売
解
禁

な
ど
の
規
制
緩
和
」
が
24
、

「
自
立
・
自
助
を
基
本
に
し
た

社
会
保
障
費
の
給
付
減
や
負
担

増
」
16
の
順
で
あ
っ
た
。

　
期
待
す
る
も
の
は
「
近
隣
諸

国
と
の
関
係
改
善
」
が
44
、
経

済
政
策
が
21
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
2
項
目
の
選
択
を
求
め
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
の
み

選
択
し
た
回
答
も
目
立
ち
、
総

数
と
し
て
は
「
自
重
」
が
「
期

待
」
を
大
き
く
上
回
っ
た
。

　
一
方
で
、
生
活
保
護
の
見
直

し
14
、
改
憲
10
、
原
発
政
策
の

継
続
7
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
3
の
支

持
が
み
ら
れ
た
。

参
院
選
で
の
投
票
は

　
7
月
の
参
議
院
選
挙
で
の
投

票
先
に
つ
い
て
は
、
①
自
民
22

％
、
②
民
主
16
％
、
③
共
産
14

％
、
④
維
新
の
会
7
％
。
未
定

を
含
む
「
そ
の
他
」
は
24
％
で

あ
っ
た
。

質
疑
応
答
の
要
旨

改憲（国防軍の明記など）
ＴＰＰ交渉への参加
原発政策の継続（新設、再稼働）
消費税引き上げ
デフレ・円高対策など経済政策
近隣諸国との関係改善
自立・自助を基本にした社会保障費の
給付減や負担増
混合診療・薬剤のネット販売解禁など
の規制緩和
生活保護の見直し
（基準額引下げ、医療扶助の厳格化）
その他
未記入

期待する政策

0 10 20 20 10 0

自重求めたい政策
10 26

26
7
7
2

4

3

16

24

24

3

3

14

3
5

4
21

44
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Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
反
論
強
化
を

2 0 1 3 年 (平成 2 5 年) 2 月 2 0 日第 2 8 4 8 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 2 )毎月 5日･20日･25日発行
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講　師 代々木ゼミナール　公民科
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第13回 文化講座

「現代」とはどういう時代か？
～不安な 「現代」 の
 乗客たち。 
　マルクスとニーチェと
 ともに考える。～



　
2
0
1
2
年
10
月
分
の
実

績
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
7
種

類
以
上
の
内
服
薬
を
投
薬
・
処

方
せ
ざ
る
を
得
な
い
患
者
が
い

る
か
質
問
し
た
と
こ
ろ
、「
い

る
」
と
の
回
答
が
54
・
4
％
、

「
い
な
い
」
と
の
回
答
が
45
・

6
％
と
な
っ
た
（
図
1
）。

　
ま
た
、
内
科
系
、
外
科
系
で

ク
ロ
ス
し
て
集
計
し
た
と
こ

ろ
、
内
科
系
で
は
「
い
る
」
と

の
回
答
が
73
・
2
％
に
達
し
、

「
い
な
い
」
と
の
回
答
26
・
8

％
を
大
き
く
上
回
っ
た
（
図

2
）。
7
割
以
上
の
内
科
系
医

師
が
1
処
方
に
つ
き
7
種
類
以

上
の
内
服
薬
の
投
薬
が
必
要
な

患
者
を
診
療
し
て
い
る
こ
と
が

判
明
し
た
。

　
外
科
系
で
は
「
い
る
」
と
の

回
答
が
21
・
8
％
、「
い
な
い
」

と
の
回
答
が
78
・
2
％
と
な

り
、
内
科
系
と
は
全
く
逆
の
結

果
と
な
っ
て
い
る
（
図
3
）。

　
さ
ら
に
、
内
科
系
医
師
で

あ
っ
て
、
7
種
類
以
上
の
内
服

薬
の
投
薬
が
必
要
な
患
者
が

「
い
る
」
と
回
答
し
た
方

（
1
2
0
人
）
に
対
し
て
、
そ

の
人
数
を
質
問
し
た
と
こ
ろ
、

1
〜
9
人
が
一
番
多
く
、
次
い

で
10
〜
19
人
と
な
っ
た
。
結
果

と
し
て
、
19
人
ま
で
と
の
回
答

が
全
体
の
50
・
0
％
を
占
め
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　
7
種
類
以
上
の
内
服
薬
投
与

が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
患
者

に
、
90
％
へ
の
逓
減
や
処
方
せ

ん
料
の
減
額
を
回
避
す
る
た
め

に
対
応
し
た
こ
と
が
あ
る
か
と

い
う
質
問
に
対
し
て
は
、「
そ

う
い
う
対
応
は
し
て
い
な
い
」

が
54
・
4
％
、「
対
応
し
た
こ

と
が
あ
る
」
が
38
・
5
％
と

な
っ
た
（
図
4
）。

　
内
科
系
医
師
で
は
「
回
避
す

る
た
め
に
対
応
し
た
こ
と
が
あ

る
」
と
の
回
答
52
・
4
％
が
、

「
対
応
は
し
て
い
な
い
」
と
の

回
答
46
・
3
％
を
上
回
っ
た

（
図
5
）。

　
ま
た
、
7
種
類
以
上
の
内
服

薬
を
投
薬
・
処
方
せ
ざ
る
を
え

な
い
患
者
が
「
い
る
」
と
回
答

し
た
内
科
系
医
師
1
2
0
人

を
対
象
に
ク
ロ
ス
集
計
し
た
と

こ
ろ
、「
回
避
す
る
た
め
に
対

応
し
た
こ
と
が
あ
る
」
と
の
回

答
52
・
5
％
が
、「
対
応
は
し

て
い
な
い
」
と
の
回
答
47
・
5

％
を
上
回
っ
た
（
図
6
）。

　
外
科
系
で
は
「
対
応
は
し
て

い
な
い
」
と
の
回
答
が
66
・
4

％
、「
対
応
し
た
こ
と
が
あ
る
」

と
の
回
答
が
18
・
2
％
と
な
っ

た
（
図
7
）。

　
し
か
し
、
7
種
類
以
上
の
内

服
薬
を
投
薬
・
処
方
せ
ざ
る
を

え
な
い
患
者
が
「
い
る
」
と
回

答
し
た
外
科
系
医
師
24
人
を
対

象
に
ク
ロ
ス
集
計
し
た
と
こ

ろ
、「
回
避
す
る
た
め
に
対
応

し
た
こ
と
が
あ
る
」
と
の
回
答

58
・
3
％
が
、「
対
応
は
し
て

い
な
い
」
と
の
回
答
41
・
7
％

を
上
回
っ
た
（
図
8
）。

　
内
科
系
・
外
科
系
に
限
ら

ず
、
7
種
類
以
上
の
内
服
薬
を

投
薬
・
処
方
せ
ざ
る
を
え
な
い

患
者
が
「
い
る
」
と
回
答
し
た

医
師
は
、
内
服
薬
投
与
に
当

た
っ
て
、
薬
剤
料
の
90
％
へ
の

逓
減
や
処
方
せ
ん
料
の
減
額
と

い
う
算
定
制
限
の
た
め
、
対
応

に
苦
慮
し
て
い
る
こ
と
が
浮
き

彫
り
と
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
「
回
避
す
る
た
め
に

対
応
し
た
こ
と
が
あ
る
」
と
回

答
し
た
方
に
、
具
体
的
な
回
避

の
内
容
を
質
問
し
た
と
こ
ろ
、

「
必
要
と
は
思
っ
た
が
、
主
病

以
外
の
疾
患
対
象
の
薬
剤
の
処

方
を
制
限
し
た
」
が
42
・
0

％
、「
別
の
日
に
改
め
て
受
診

し
て
も
ら
っ
た
」
が
34
・
5

％
、「
専
門
科
で
な
い
こ
と
を

理
由
に
、
他
医
受
診
を
勧
め

た
」
が
21
・
8
％
と
な
っ
た

（
図
9
）。

　
7
種
類
以
上
の
内
服
薬
投
与

を
行
っ
た
場
合
の
算
定
制
限
の

評
価
に
つ
い
て
は
、「
賛
成
」

が
6
・
5
％
、「
反
対
」が
65
・

4
％
、「
分
か
ら
な
い
」
が

24・9
％
で
あ
っ
た
（
図
10
）。

　
内
科
系
で
は
、
82
・
3
％
が

「
反
対
」
と
回
答
、「
賛
成
」

6
・
1
％
を
大
き
く
上
回
っ
た

（
図
11
）。

　
外
科
系
で
は
、
44
・
5
％
が

「
分
か
ら
な
い
」
と
回
答
、
次

い
で
39
・
1
％
が
「
反
対
」
と

回
答
し
、「
賛
成
」
は
9
・
1

％
に
止
ま
っ
た
（
図
12
）。

　「
反
対
」
と
回
答
し
た
方

に
、
理
由
を
質
問
し
た
と
こ

ろ
、「
糖
尿
病
、
高
血
圧
症

等
、
1
種
類
の
投
薬
で
は
す
ま

な
い
疾
病
が
あ
る
」
が
最
も
多

く
81
・
7
％
、
次
い
で
「
診
療

所
、
中
小
病
院
は
、
外
来
で
多

数
の
慢
性
疾
病
な
ど
を
診
る
必

要
が
あ
る
」
が
76
・
7
％
、

「
薬
価
差
が
縮
小
し
、
薬
価
差

益
を
念
頭
に
し
た
多
剤
投
与
は

あ
り
え
な
い
」
が
39
・
1
％
、

「
多
剤
投
与
が
必
要
な
患
者
の

併
用
禁
忌
、
副
作
用
等
の
管
理

の
技
術
料
評
価
が
必
要
と
思

う
」
が
17
・
8
％
、
等
と
な
っ

た
（
図
13
）。

　
薬
剤
に
は
相
互
作
用
が
あ

り
、
ほ
と
ん
ど
の
薬
剤
に
は
併

用
注
意
・
併
用
禁
忌
が
存
在
す

　
か
ね
て
か
ら
協
会
は
、
内
服
薬
処
方
の
種
類
数
に
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
設
け
る
か
の
よ
う
に
導
入

さ
れ
て
い
る
「
7
種
類
以
上
の
内
服
薬
投
薬
を
行
っ
た
場
合
の
算
定
制
限
」
が
、
現
在
の
医
学

に
合
致
し
て
お
ら
ず
、「
保
険
で
良
い
医
療
」
を
阻
害
し
、
患
者
の
生
命
へ
の
脅
威
と
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
。
そ
こ
で
、
標
記
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
。
回
答
者
の
開

設
形
態
は
病
院
10
・
7
％
、
診
療
所
89
・
0
％
で
、
第
一
標
榜
科
の
内
訳
は
、
内
科
系
53
・
1

％
、
外
科
系
35
・
6
％
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
、
厚
労
大
臣
・
中
医
協
委
員
等
に
送
付
し
、
算

定
制
限
の
撤
廃
を
要
請
す
る
予
定
で
あ
る
。

る
。
複
数
の
慢
性
疾
患
を
抱
え

る
患
者
の
多
剤
投
与
に
お
い

て
、
医
師
は
こ
の
併
用
注
意
・

　
以
上
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か

ら
、「
1
処
方
に
つ
き
7
種
類

以
上
の
内
服
薬
の
投
薬
を
行
っ

た
場
合
、
90
／
1
0
0
に
逓

減
す
る
」
取
扱
い
を
2
0
1
4

年
度
診
療
報
酬
改
定
で
撤
廃
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
7
種
類
以
上
の
内

服
薬
の
投
薬
を
行
っ
た
場
合
、

13
点
低
い
処
方
料
、
28
点
低
い

処
方
せ
ん
料
を
算
定
す
る
」
取

扱
い
を
廃
止
し
、
少
な
く
と
も

Ｆ
1
0
0
処
方
料
を
42
点
、

Ｆ
4
0
0
処
方
せ
ん
料
を
68

点
に
統
一
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
1
物
2
価
の
状
態

に
あ
る
調
剤
料
は
、
院
内
投
薬

の
技
術
料
を
引
き
上
げ
1
物
1

価
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
入
院
中
と
入
院
外
で
異
な

る
Ｆ
5
0
0
調
剤
技
術
基
本

料
も
42
点
に
合
わ
せ
る
べ
き
で

あ
る
。

併
用
禁
忌
に
厳
し
く
注
意
し
て

い
る
。
馴
染
み
の
患
者
で
あ
っ

て
も
、
他
科
で
投
薬
を
受
け
て

い
な
い
か
確
認
し
て
か
ら
、
投

薬
す
る
こ
と
を
励
行
し
て
い

る
。
ま
た
、
製
薬
企
業
、
納
入

業
者
そ
の
他
か
ら
の
併
用
注

意
・
併
用
禁
忌
に
関
す
る
追
加

情
報
や
、
医
薬
品
安
全
性
情
報

に
も
注
意
し
て
い
る
。

　
多
剤
投
与
の
相
互
作
用
（
併

用
注
意
・
禁
忌
）
に
関
す
る
管

理
を
評
価
し
た
、「
医
薬
品
相

互
作
用
安
全
管
理
料
（
仮
称
）」

を
新
設
す
る
べ
き
で
あ
る
。

必
要
な
投
薬
阻
害
す
る
算
定
制
限
撤
廃
を

期　
間
：
２
０
１
２
年
11
月
19
日
〜
12
月
７
日　
　
　
　
　
　
回
収
数
：
３
０
９
人

対
象
者
：
協
会
会
員
で
医
療
機
関
管
理
者
２
０
４
７
人　
　
　
回
収
率
：
15
・
1
％

7
種
類
以
上
の
内
服
薬
投
薬
を
行
っ
た
場
合
の
算
定
制
限
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

内
科
系
の
7
割
が
7
種
類
以
上
の
投
薬
必
要
患
者

算
定
制
限
対
応
に
苦
慮
す
る
姿
浮
き
彫
り
に

次
期
改
定
で
算
定
制
限
の
撤
廃
を

多
剤
投
与
の
相
互
作
用（
併
用
注
意
・
禁
忌
）

に
対
す
る
管
理
料
の
新
設
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■実 施 日＝2012年10月
■調査方法＝ 調査票を郵送にて配布し、郵送にて回収。内容記載については各

医療機関の顧問税理士に記載を依頼することも可能とした。
　　　　　　 調査対象数字は2011年分確定申告時の決算数字。法人は2011年

10月時点の直近の決算数字。

■回 答 数＝有効回答195通／発送数2022通 （回収率9.6％ )
　※ 発送は医療機関単位で行ったが、回答は法人単位での回答もあり複数の医

療機関の分が1通という回答もある。
■集計の前提 条件＝診療報酬には1・53％の消費税対応分が上乗せがあること

とし、介護報酬には消費税対応分が上乗せされていないとした。

　京都府保険医協会は、2006年に医療機関が負担する消費税損税（年額）について
調査したが、今回６年ぶりに同様の手法で調査を行った。
　06年以降、診療報酬改定は06年▲3.16％、08年▲0.82％、10年＋0.19％、12年＋
0.00％と推移してきた。薬価、材料費は06年以降ずっとマイナス基調で推移している。
　回答医療機関195通の内訳は病院28通、診療所167通。

平均で135万円超の持ち出しに【表 １ 】
　医業収入に含まれる消費税分と医業費用に含まれる消費税分の差額が医療機関の
消費税負担額となる。全体の平均では、135万4113円の持ち出しとなっており、損
税となっている。医業収入に対する損税の負担率は▲0.33％となっている。損税が
前回調査より0.03％増加している。

病・診別で病院微増【表 ２ 】
病　院： 損税負担率は▲0.28％であり、医療機関の持ち出しとなっている。前回調

査より0.05％増加している。
診療所： 損税負担率は▲0.47％であり、医療機関の持ち出しとなっている。前回調

査より0.27％改善している。
　前回調査と比較すると病院は負担率が増加し、診療所は改善している。
　全体では▲1.00％以上▲0.50％未満が50件分布し中央値は▲0.53％、診療所は▲
1.00％以上▲0.50％未満が43件と多く分布し中央値は▲0.59％。診療所の負担率が
高い。（図 1 ～ 3）

　内科、外科、整形外科、皮膚科は改善したが、あとは負担率が増加している。

院内投与の医院負担率高し【表 5 】
　原則院内としている医療機関の負担率の方が、原則院外としている医療機関より
高い。

ゼロ税率の実現を
　ほとんどのケースで医療機関からの持ち出しとなり、損税が発生している。
　今後、消費税が８％、10％に増税されれば、医療機関の損税がさらに増えること
になる。
　医療機関の損税を解消するために、厚生労働省は診療報酬に上乗せするという
が、図 ６ にみられるように、損税は医療機関によってばらつきが大きいため、真
の解決にはならない。また、診療報酬への上乗せでは患者負担を増やすことにつな
がる。
　軽減税率を求めることは、患者に消費税負担を求めることであり政策的にも正し
くない。
　医療機関の損税を解消するためには、非課税事業であっても仕入れ税額控除がで
き患者にも負担を求めない、社会政策的なゼロ税率の実現が望まれる。

個人無床診療所の負担率高め【表 ３ 、図 ４ 】
　個人無床診療所の負担率が法人無床診療所より高くなっている。

全科に損税明らかに【表 4 、図 ５ 】
　負担率が高いのは外科、整形外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、小児科、皮膚
科、精神科、内科の順となっており、全科にわたって損税が発生している。

消費税損税調査 診療報酬上乗せでは真の解決ならず

表 1 ．調査対象医療機関　医業収入にしめる消費税（税率 5 ％）負担額（損税）調査の分析＜1 件当たり年額＞

表 2 ．病診別　医業収入にしめる消費税（税率 5 ％）負担額（損税）調査の分析＜1 件当たり年額＞

表 3 ．診療形態別　医業収入にしめる消費税（税率 5 ％）負担額（損税）調査の分析＜1 件当たり年額＞

表 4 ．【診療所】各科別　医業収入にしめる消費税（税率 5 ％）負担額（損税）調査の分析＜1 件当たり年額＞

表 5 ．医薬分業別　医業収入にしめる消費税（税率 5 ％）負担額（損税）調査の分析＜1 件当たり年額＞

図 4 　診療形態別　医業収入にしめる消費税（税率 5 ％）負担率

図 ５ 　【診療所】各科別　医業収入にしめる消費税（税率 5 ％）負担率
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図 6 　消費税負担額
消費税負担額（万円）

調査年月 件数
（有効数） A医業収入

B医業収入に
かかる消費税分 C医業費用 D医業費用に

かかる消費税分
E消費税負
担額（損税）F負担率

調査医療機関 2012年10月 195 411,629,304 6,455,483 163,316,984 7,809,596 －1,354,113 － 0.33％
2006年10月 199 637,337,831 10,441,227 255,456,883 12,367,421 －1,926,194 － 0.30％

病診別 調査年月 件数 A医業収入 B医業収入に
かかる消費税分 C医業費用 D医業費用に

かかる消費税分
E消費税負
担額（損税）F負担率

病　院 2012年10月  28 2,097,355,325 32,036,549 791,822,617 37,834,209 －5,797,660 － 0.28％
2006年10月  34 3,209,389,255 53,126,034 1,247,353,818 60,568,026 －7,441,993 － 0.23％

診療所 2012年10月 167 128,992,606 2,166,443 57,938,794 2,775,529 －609,087 － 0.47％
2006年10月 165 107,339,356 1,645,071 51,066,000 2,435,175 －789,605 － 0.74％

診療形態別 調査年月 件数 A医業収入 B医業収入に
かかる消費税分 C医業費用 D医業費用に

かかる消費税分
E消費税負
担額（損税）F負担率

個人
無床診療所

2012年10月 78 77,844,087 1,400,928 45,220,048 2,155,578 －754,651 － 0.97％
2006年10月 92 66,121,099 1,067,478 32,770,446 1,560,497 －493,019 － 0.75％

個人
有床診療所

2012年10月  4 156,820,002 1,608,209 59,309,100 2,824,243 －1,216,033 － 0.78％
2006年10月  3 118,513,379 1,499,131 47,481,606 2,261,029 －761,898 － 0.64％

法人
無床診療所

2012年10月 79 162,910,545 2,910,467 66,421,154 3,195,660 －285,193 － 0.18％
2006年10月 56 149,769,038 2,195,132 70,459,987 3,361,571 －1,165,583 － 0.78％

法人
有床診療所

2012年10月  4 448,625,186 3,347,977 140,399,115 6,685,672 －3,337,695 － 0.74％
2006年10月  6 320,326,084 5,144,004 137,108,811 6,565,055 －1,421,051 － 0.44％

個人病院 2012年10月  1 432,179,052 5,074,276 135,783,240 6,465,869 －1,391,593 － 0.32％
2006年10月  1 379,404,728 6,575,953 195,316,782 9,300,799 －2,724,846 － 0.72％

法人病院 2012年10月 26 2,226,313,627 34,033,711 840,402,404 40,157,407 －6,123,696 － 0.28％
2006年10月 33 3,295,146,362 54,536,642 1,279,233,728 62,121,579 －7,584,937 － 0.23％

診療形態別 負担率 2006年
調査時

個人無床診療所 － 0.97％ － 0.75％
個人有床診療所 － 0.78％ － 0.64％
法人無床診療所 － 0.18％ － 0.78％
法人有床診療所 － 0.74％ － 0.44％

個人病院 － 0.32％ － 0.72％
法人病院 － 0.28％ － 0.23％

診療科目 調査年月 件数 A医業収入 B医業収入に
かかる消費税分 C医業費用 D医業費用に

かかる消費税分
E消費税負
担額（損税）F負担率

内　科 2012年10月 88 130,174,751 2,275,532 56,158,368 2,696,460 － 420,928 － 0.32％
2006年10月 84 117,761,378 1,745,581 55,933,115 2,667,704 － 922,122 － 0.78％

外　科 2012年10月  6 135,870,629 2,484,968 80,154,384 3,848,851 － 1,319,632 － 0.97％
2006年10月  8 87,682,183 1,362,352 56,321,681 2,681,985 － 1,319,632 － 1.51％

小児科 2012年10月 11 116,528,416 2,951,273 75,604,030 3,639,920 － 688,648 － 0.59％
2006年10月  9 54,333,045 1,001,981 22,548,811 1,073,753 － 71,771 － 0.13％

整形外科 2012年10月  8 131,278,634 2,091,571 64,851,446 3,088,164 － 996,593 － 0.76％
2006年10月 14 138,754,344 2,027,441 70,742,065 3,368,670 － 1,341,229 － 0.97％

産婦人科 2012年10月  9 241,179,426 2,063,089 80,909,567 3,852,837 － 1,789,747 － 0.74％
2006年10月 12 143,579,485 2,414,356 68,376,674 3,274,064 － 859,708 － 0.60％

耳　鼻
咽喉科

2012年10月  8 93,377,594 1,430,358 43,595,128 2,075,958 － 645,601 － 0.69％
2006年10月  9 89,597,622 1,486,269 37,078,117 1,765,625 － 279,355 － 0.31％

眼　科 2012年10月 11 117,628,784 1,816,424 54,490,623 2,598,491 － 782,067 － 0.66％
2006年10月  9 77,303,100 1,184,125 34,600,716 1,647,653 － 463,528 － 0.60％

皮膚科 2012年10月  6 96,496,473 1,688,668 42,879,830 2,041,897 － 353,228 － 0.37％
2006年10月  5 32,734,973 513,389 21,066,775 1,003,180 － 489,791 － 1.50％

精神科 2012年10月 12 92,507,242 1,487,246 37,870,486 1,803,356 － 316,111 － 0.34％
2006年10月  5 100,835,790 1,568,535 35,695,509 1,699,786 － 131,251 － 0.13％

その他 2012年10月  7 156,068,270 2,888,802 75,655,140 3,621,804 － 733,001 － 0.47％
2006年10月  8 92,797,363 1,551,517 39,364,403 1,874,495 － 322,978 － 0.35％

診療科目 負担率 2006年調査時
内　科 － 0.32％ － 0.78％
外　科 － 0.97％ － 1.51％
小児科 － 0.59％ － 0.13％

整形外科 － 0.76％ － 0.97％
産婦人科 － 0.74％ － 0.60％

耳鼻咽喉科 － 0.69％ － 0.31％
眼　科 － 0.66％ － 0.60％
皮膚科 － 0.37％ － 1.50％
精神科 － 0.34％ － 0.13％
その他 － 0.47％ － 0.35％

院外処方 件数 A医業収入 B医業収入に
かかる消費税分 C医業費用 D医業費用に

かかる消費税分
E消費税負
担額（損税）F負担率

2006年
調査時 増加幅

原則院内 126 207,292,040 3,395,944 95,075,194 4,546,580 － 1,150,636 － 0.56％ － 0.69％ 0.14％
原則院外 60 767,209,401 11,971,229 268,372,254 12,843,895 － 872,666 － 0.11％ － 0.16％ 0.04％
その他  2 2,905,698,660 45,795,555 1,610,735,379 76,701,685 － 30,906,129 － 1.06％ －
ＮＡ  7 329,279,403 3,009,364 77,647,342 3,709,302 － 699,938 － 0.00　 －

図 1　損税負担率分布　全体

図 2　損税負担率分布　診療所

図 3　損税負担率分布　病院
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こ
こ
で
は
、
少
し
京
都
府
保

険
医
協
会
の
医
療
安
全
対
策
に

つ
い
て
の
理
想
・
理
念
に
つ
い

て
お
話
し
し
て
み
よ
う
と
思
い

ま
す
。

　
協
会
が
医
療
安
全
対
策
に
着

手
し
た
の
は
、
今
か
ら
半
世
紀

以
上
も
前
の
1
9
5
9
年
の
こ

と
で
し
た
。
過
去
の
資
料
を
見

る
と
、
当
時
の
諸
先
輩
方
が
試

行
錯
誤
し
な
が
ら
も
、
い
か
に

現
在
の
体
制
基
盤
を
確
立
し
て

い
っ
た
か
が
よ
く
分
か
り
ま

　
こ
の
問
題
に
対
す
る
協
会
の

ス
タ
ン
ス
は
「
医
療
安
全
を
科

学
す
る
」
こ
と
で
す
。
言
い
換

え
れ
ば
、
個
々
の
ケ
ー
ス
を

「
不
幸
な
出
来
事
」
で
終
わ
ら

せ
ず
に
、
あ
る
い
は
「
取
り
あ

す
。
そ
し
て
、
21
世
紀
の
医
療

の
一
端
を
担
う
我
々
も
、
そ
の

歴
史
の
重
さ
と
実
績
に
今
更
な

が
ら
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で

す
。

え
ず
解
決
す
る
」
だ
け
で
は
な

く
、
可
能
な
限
り
一
定
の
傾

向
・
法
則
・
ル
ー
ル
等
を
見
つ

け
て
、
更
な
る
安
全
を
目
指
し

対
処
し
て
い
く
地
道
な
作
業
を

続
け
る
こ
と
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
言
う
ほ
ど
生
易

し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

医
事
紛
争
に
は
科
学
が
最
も
介

入
し
難
い
で
あ
ろ
う
「
人
の

心
」
が
、
常
に
大
き
く
介
在
し

て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
で

も
、
こ
の
「
人
の
心
」
を
大
切

に
扱
う
こ
と
で
、
事
故
や
紛
争

を
乗
り
越
え
て
、
医
療
機
関
を

守
り
、
医
療
者
と
患
者
さ
ん
が

よ
り
良
い
医
療
を
実
現
す
る
、

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
ス
タ
ー

ト
ラ
イ
ン
に
戻
る
こ
と
も
で
き

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
協
会
の
医
療
安
全
対
策
は
確

実
に
進
歩
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
の
進
歩
を
約
束
し
て
く

れ
る
の
は
、
会
員
一
人
ひ
と
り

と
協
会
と
の
信
頼
関
係
に
あ
り

ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
協
会
は
得

ら
れ
た
情
報
を
吟
味
す
る
力
を

保
ち
な
が
ら
、
会
員
・
医
療
機

関
と
共
に
、
時
に
は
茨
の
道
を

も
歩
ん
で
い
こ
う
と
思
い
ま

す
。  

（
お
わ
り
）

　
Ｑ
、
使
用
期
間
を
記
載
せ
ず

に
交
付
し
た
処
方
せ
ん
は
、
い
つ
ま
で
有
効
で
す
か
。

　
Ａ
、
処
方
せ
ん
の
使
用
期
間

処
方
せ
ん
の
使
用
期
間
に
つ
い
て

　
私
は
田
舎
の
開
業
医
で
あ

る
。
土
地
柄
も
あ
る
が
、
加
齢

に
基
づ
く
疾
患
が
原
因
で
の
長

期
に
わ
た
る
在
宅
療
養
中
の
患

者
さ
ん
は
案
外
少
な
い
。
在
宅

を
勧
め
て
も
、
通
院
介
助
者
が

い
れ
ば
か
な
り
の
方
が
「
生
き

が
い
」
の
よ
う
に
し
て
通
院
し

て
こ
ら
れ
る
。
ヘ
ル
パ
ー
や
訪

問
看
護
は
利
用
し
て
も
医
師
の

元
に
は
自
ら
受
診
さ
れ
る
。

　
開
業
医
が
、
治
り
や
す
い
段

階
で
疾
病
を
早
期
発
見
し
、
日

常
生
活
に
支
障
が
で
な
い
よ
う

慢
性
疾
患
を
管
理
し
て
い
る
こ

と
を
患
者
さ
ん
は
分
か
っ
て
お

ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、

在
宅
で
診
療
を
待
つ
の
で
は
な

く
、
自
ら
受
診
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
て
医
療
費
が
軽

減
さ
れ
、
国
民
皆
保
険
制
度
を

支
え
て
き
た
。

　
超
高
齢
社
会
を
迎
え
地
域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。
開
業
医
は
在

宅
開
始
時
と
急
変
時
の
対
応
の

み
期
待
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

開
業
医
の
仕
事
は
在
宅
医
療
だ

け
で
は
な
い
。
地
域
医
療
を
最

前
線
で
担
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
を
評
価
せ
ず
、
地
域
医
療
が

不
備
な
ま
ま
で
は
、
地
域
包
括

ケ
ア
な
ど
あ
り
得
な
い
。 

　
今
の
制
度
は
、
開
業
医
に
は

複
雑
怪
奇
で
あ
る
。
包
括
化
で

単
純
化
さ
れ
た
か
に
見
え
て

も
、
処
置
し
た
方
が
、
処
置
し

な
い
場
合
よ
り
低
く
算
定
さ
れ

た
り
、
複
数
科
受
診
し
て
い
る

患
者
さ
ん
の
便
宜
を
図
り
一
括

し
て
投
薬
（
他
医
診
察
料
が
不

要
と
な
る
）
し
て
も
7
種
類
以

政
策
部
会

 

吉
村
　
陽

開
業
医
医
療
に
正
当
な

評
価
を
、
そ
し
て
自
由
を

上
に
な
る
と
処
方
料
、
薬
剤
料

が
削
ら
れ
る
、
と
い
う
不
思
議

な
制
度
も
あ
る
。
最
近
で
は

「
総
合
医
」「
総
合
診
療
医
」
と

い
う
専
門
医
制
度
が
提
案
さ
れ

て
い
る
。
開
業
医
が
そ
の
能
力

を
持
つ
こ
と
は
有
意
義
な
こ
と

だ
が
、
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
を
阻

害
す
る
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
機
能

を
持
た
せ
る
こ
と
に
な
れ
ば
有

害
で
あ
る
。
な
お
か
つ
開
業
医

が
こ
の
資
格
を
取
得
し
維
持
す

る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
。
田
舎

の
開
業
医
が
講
習
へ
出
席
す
る

に
は
休
診
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
間
、
地
域
医
療
は
空

白
と
な
る
。
地
域
医
療
の
空
白

を
防
ぐ
た
め
、
代
診
医
を
探
そ

う
に
も
難
し
く
、
う
ま
く
見
つ

か
っ
て
も
、
保
健
所
や
地
方
厚

生
局
へ
の
変
更
届
け
も
必
要
に

な
り
個
人
で
は
と
て
も
煩
雑
で

あ
る
。

　
我
々
開
業
医
が
地
域
医
療
に

果
た
し
て
き
た
役
割
を
再
評
価

し
、
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う

に
、
地
域
に
合
っ
た
柔
軟
な
医

療
制
度
を
求
め
る
。

　
私
は
医
療
の
こ
と
は
全
く
わ

か
ら
な
い
。
し
か
し
、
近
所

（
兵
庫
県
境
の
上
豊
富
地
区
、

福
知
山
市
榎
原
）
の
農
家
の
現

状
な
ら
、非
常
に
よ
く
わ
か
る
。

　
ほ
と
ん
ど
が
米
、
野
菜
を
自

給
し
な
が
ら
、
専
業
・
兼
業
農

家
と
し
て
生
活
し
て
い
る
。
昔

か
ら
の
（
牧
野
の
先
祖
は
鎌
倉

時
代
に
遡
及
）
田
畑
を
守
り
、

ち
、
挙
句
の
果
て
は
今
回
の
Ｔ

Ｐ
Ｐ
で
の
ダ
メ
押
し
と
、
徹
底

し
た
農
家
つ
ぶ
し
の
現
状
が
あ

る
。
ま
た
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
農
業
だ

け
で
な
く
、
日
本
の
仕
組
み
自

体
を
完
全
に
崩
壊
さ
せ
て
し
ま

う
の
だ
。

　
す
で
に
政
府
や
大
企
業
家
た

ち
は
気
づ
い
て
い
る
は
ず
だ
。

日
本
興
国
論
に
は
成
り
得
な
い

こ
と
を
。
邦
人
で
は
な
い
、
流

浪
者
の
新
自
由
主
義
者
と
し
て

の
み
の
存
在
の
大
企
業
家
た
ち

は
、
明
日
ど
こ
を
さ
ま
よ
う
の

無
視
し
、
政
府
は
米
供
出
を
強

制
し
た
過
去
を
忘
却
）、
今
日

の
複
雑
な
社
会
状
況
の
中
、
老

齢
化
、
限
界
集
落
を
邁
進
中
で

あ
る
。
足
腰
が
弱
り
、
百
姓
が

で
き
な
く
な
る
と
近
所
の
若
手

（
中
年
）
農
家
グ
ル
ー
プ
が
立

ち
上
が
っ
て
、
代
わ
り
に
畔
、

草
刈
等
を
整
備
し
な
が
ら
作
付

し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
さ
て
、
今
回
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
で
政

府
・
経
団
連
な
ど
が
「
力
強
い

農
業
」
な
ど
と
い
っ
て
企
業
参

入
を
促
す
も
、
儲
か
ら
な
け
れ

ば
撤
退
す
る
の
が
彼
ら
の
常
道

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
農
業
生

産
法
人
に
出
資
す
る
形
で
参
入

し
た
オ
ム
ロ
ン
が
、
ハ
イ
テ
ク

を
駆
使
し
た
7
ヘ
ク
タ
ー
ル
も

の
巨
大
温
室
ト
マ
ト
事
業
か

ら
、
わ
ず
か
3
年
で
撤
退
し
た

の
は
記
憶
に
新
し
い
。
す
で
に

経
営
面
積
は
都
道
府
県
平
均

1
・
7
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、
北
海

は
療
養
担
当
規
則
に
お
い
て
、

「
交
付
の
日
を
含
め
て
4
日
以

内
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

使
用
期
間
の
記
載
が
な
い
場
合

は
、
交
付
日
を
含
め
て
4
日

（
日
曜
・
祝
日
を
含
む
）
を
超

え
る
と
無
効
に
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
長
期
の
旅
行
等
特

殊
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
医
師
の
判
断
に
よ

り
4
日
を
超
え
る
処
方
せ
ん
の

使
用
期
間
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

そ
の
場
合
は
「
処
方
せ
ん
の
使

用
期
間
」
欄
に
具
体
的
な
年
月

日
を
記
載
下
さ
い
。

で
国
破
れ
て
も
樅
の
木
は
残
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

日　時 ３月16日 （土）
 午後 4 時～ 6 時
  ※開催時間にご注意下さい。

場　所 京都府保険医協会・
 ルームＡ～C
講　師 京都大学大学院　医学研究科
 人間健康科学系専攻　教 授　荒井 秀典 氏

日　程 ３月31日 （日）午後２時～午後４時頃
 （雨天中止の判断は、前日に連絡いたします）
参加費 1,000円（講習料・銭湯代含む）
集　合 午後２時　河原町丸太町　北東角
講　師 ランニングチーム「クラブ・エイム」　西村 真弓さん

第647回 社会保険研究会

高齢者の経管栄養の現状と問題点
～中止・差し控えの選択肢はあるのか？～

さん

川
端
通

河
原
町
通

鴨
川

丸太町通

京阪
神宮丸太町駅

集合場所

楽しく走ろう ランニング教室

私
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
考

牧
野 

吉
秀
（
福
知
山
）

終
戦
後
の
農
地
改

革
を
経
て
（
戦

前
・
戦
後
、
地
元

の
百
姓
の
窮
乏
を

道
は
10
・
62
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ

る
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
加
入
国
の
米
国

は
、
た
と
え
日
本
の
水
田
経
営

面
積
が
30
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
っ

て
も
日
本
の
6
倍
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
に
至
っ
て
は
実
に
1
0

0
倍
も
の
経
営
面
積
で
あ
る
。

日
本
の
農
産
物
が
太
刀
打
ち
で

き
る
は
ず
が
な
い
。

　
本
邦
の
食
糧
自
給
率
が
40
％

か
ら
13
％
に
激
減
し
、
農
地
は

放
棄
地
と
な
り
、
荒
れ
放
題
と

な
る
の
は
必
定
で
、
地
域
の
疲

弊
は
度
し
難
い
も
の
と
な
る
。

民
主
党
も
2
0
2
0
年
に
自
給

率
50
％
と
い
っ
て
い
た
で
は
な

い
か
！　
菅
お
よ
び
野
田
元
総

理
が
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
表
明
と
い

う
、
全
く
矛
盾
の
言
を
述
べ
た

た
め
、
年
末
の
衆
院
選
は
農
家

を
含
め
、
国
民
が
一
斉
蜂
起
し

た
の
で
あ
る
。

　
私
は
医
療
の
前
に
ま
ず「
食
」

と
考
え
る
。
衣
食
足
っ
て
医
療

を
知
る
だ
。
食
べ
物
な
く
し
て

医
療
は
な
い
。
食
糧
主
権
を
放

棄
し
、
国
土
へ
の
愛
着
を
忘
失

し
、
政
府
は
憲
法
改
正
云
々
と

い
う
も
、
い
く
ら
憲
法
を
変
え

て
も
、
土
地
を
愛
さ
ぬ
国
民
な

ど
国
民
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、

そ
の
異
邦
人
の
た
め
の
憲
法
改

正
な
ど
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
地
産
地
消
な
ど
謳
い
文

句
は
美
辞
麗
句
ま
み
れ
も
、
牛

肉
・
オ
レ
ン
ジ
の
開
放
か
ら
始

ま
っ
て
、
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ウ
ン

ド
で
の
一
層
の
農
家
へ
の
仕
打

だ
ろ
う
か
。
今
も

し
井
深
、
盛
田
、

本
田
、
松
下
な
ど

の
著
名
な
先
人
企

業
家
た
ち
が
存
命
で
あ
れ
ば
、

な
ん
と
い
う
で
あ
ろ
う
か
。
企

業
家
と
し
て
の
矜
持
、
日
本
人

と
し
て
の
独
立
へ
の
気
概
は
い

ず
こ
へ
！　
そ
し
て
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ

＜プロフィール＞
日本スポーツ少年団登録指導者。元、旭化成工業㈱守山支社陸上部所属。旭化成工業㈱守山 （滋賀県）で５年
間競技を続け、引退。第八回あいの土山マラソン初フルで２時間51分17秒：優勝（当時の大会新記録）。北陸
女子駅伝、都道府県対抗クロスカントリーリレー大会に滋賀県代表チームで出場。2002年あいの土山マラソ
ンハーフマラソン一般女子の部優勝。2007年・2008年大阪国際女子マラソン出場３時間01分28秒85位。

ランニングの「始めの一歩」を目指す方や、多少足に覚え？のある方も一緒にいかが
ですか。終了後は銭湯「桜湯」で汗を流していただくもよし。

「
医
療
安
全
を
科
学
す
る
」
姿
勢
で

「
食
」 守
ら
ず
し
て
医
療
な
し

2 0 1 3 年 (平成 2 5 年) 2 月 2 0 日 第 2 8 4 8 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月 5日･20日･25日発行



　
三
井
博
氏
（
享
年
73
、
西

陣
）
1
月
29
日
ご
逝
去
。

　
永
井
純
太
氏
（
享
年
86
、
左

京
）
1
月
30
日
ご
逝
去
。

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。

訃
　
報

３
月
の

　

 

無
料
相
談
日

　
専
門
家
が
無
料
で
ご
相
談
に

応
じ
ま
す（
30
分
間
）。
協
会
事

務
局
へ
お
申
込
み
下
さ
い
。

◆
弁
護
士

　
い
つ
で
も
お
申
込
み
い
た
だ

け
ま
す
。

　
担
当
＝ 

顧
問
弁
護
士
、
協
力

弁
護
士
よ
り
お
選
び

い
た
だ
け
ま
す
。

◆
税
理
士

　
3
月
27
日（
水
）午
後
2
時
〜

　
担
当
＝
花
山
税
理
士

◆
建
築
士

　
3
月
13
日（
水
）午
後
2
時
〜

　
担
当
＝
竹
内
建
築
士

◆
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー

　
3
月
21
日（
木
）午
後
1
時
〜

　
担
当
＝
三
井
生
命
の
Ｆ
Ｃ

◆
雇
用
管
理

京
都
老
人
の
タ
ー
ミ
ナ
ル

ケ
ア
研
究
会

　
日
　
時　
3
月
23
日
（
土
）

午
後
3
時
〜
5
時

　
場
　
所　
京
都
大
学
医
学
部

芝
蘭
会
館　
山
内
ホ
ー
ル

　
演
　
題　
「
高
齢
者
の
終
末

期
医
療
を
め
ぐ
る
諸
問
題
：
意

思
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
中
心
に
」

飯
島
節
氏
（
筑
波
大
学
大
学
院

教
授
、
日
本
老
年
医
学
会
倫
理

委
員
会
委
員
長
）

　
参
加
費　
無
料

　
主
　
催　
京
都
老
人
の
タ
ー

ミ
ナ
ル
ケ
ア
研
究
会
（
村
井
淳

志
氏
☎
0
7
5
・
9
5
1
・
2

基金
国保

８日
（金）

９日
（土）

10日
（日） 労災

12日
（火）

○ ○ ◎ ◎

３月のレセプト受取・締切

※○は受付窓口設置日、◎は締切日。
　受付時間： 基金 午前９時～午後５時30分
　　　　　　国保 午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　労災 午前９時～午後５時 

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

　
2
0
1
3
年
1
月
1
日
か

ら
、
改
正
国
税
通
則
法
が
施
行

さ
れ
、
新
た
な
手
続
き
に
よ
る

税
務
調
査
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い

る
。

　
法
改
正
に
よ
っ
て
、
納
税
者

に
対
す
る
事
前
通
知
の
手
続
き

が
制
定
さ
れ
た
。
調
査
日
時
・

場
所
・
目
的
・
税
目
・
調
査
対

象
期
間
・
調
査
対
象
帳
簿
等
、

ま
た
調
査
担
当
職
員
の
氏
名
・

所
属
部
署
等
10
項
目
に
つ
い
て

あ
ら
か
じ
め
通
知
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
た
。

　
従
来
は
、
税
理
士
に
対
し
て

先
に
調
査
日
時
の
通
知
が
行
わ

れ
て
い
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、

今
後
は
ま
ず
、
電
話
に
よ
っ
て

納
税
者
に
事
前
通
知
が
行
わ
れ

る
。
納
税
者
か
ら
顧
問
税
理
士

に
事
前
通
知
す
る
こ
と
の
了
解

を
得
た
後
に
、
税
理
士
に
通
知

す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
納
税

者
本
人
に
税
務
署
か
ら
連
絡
が

入
っ
て
も
、
あ
わ
て
ず
に
対
応

い
た
だ
き
た
い
。

　
12
年
11
月
に
協
会
会
議
室
に

お
い
て
開
催
し
た
近
畿
ブ
ロ
ッ

ク
主
催
の
講
演
会
で
、
講
師
の

岡
田
俊
明
税
理
士
（
元
国
税
調

査
官
）
は
「
法
定
化
さ
れ
た
事

項
を
事
前
通
知
し
て
い
な
い
と

違
法
調
査
に
な
り
う
る
」
と
指

摘
し
た
。

　
こ
れ
ほ
ど
重
要
な
事
前
通
知

が
書
面
で
な
さ
れ
ず
、
電
話
で

実
施
さ
れ
る
こ
と
は
問
題
で
あ

る
が
、
会
員
に
お
か
れ
て
は
、

通
知
事
項
を
正
確
に
聞
き
取
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
今
回
の
法
改
正
で
、
帳
簿
書

類
等
の
「
提
示
」「
提
出
」
が

義
務
付
け
ら
れ
、「
留
置
き
」

が
可
能
と
な
っ
た
。「
提
示
」

「
提
出
」
は
帳
簿
書
類
を
税
務

職
員
が
手
に
取
っ
て
閲
覧
で
き

る
状
態
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、

正
当
な
理
由
な
く
拒
否
す
れ
ば

罰
則
の
適
用
が
あ
り
う
る
と
規

定
し
て
い
る
。

　
ま
た
、「
留
置
き
」
と
は
提

示
・
提
出
さ
れ
た
帳
簿
書
類
を

税
務
署
員
が
持
ち
帰
る
こ
と
を

改正国税通則法による
税務調査がスタート
事前通知はまず納税者本人に

い
い
、
こ
れ
は
拒
否
し
て
も
罰

則
は
な
い
。

　
税
務
調
査
は
あ
く
ま
で
も
任

意
調
査
で
あ
る
た
め
、
納
税
者

の
理
解
と
協
力
の
も
と
で
実
施

さ
れ
る
。
納
税
者
の
承
諾
な

く
、
調
査
を
進
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
た
め
納
得
で
き
な
い
こ

と
に
つ
い
て
は
、
納
得
で
き
る

ま
で
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
税
務
署
側
に
も
今

回
の
改
正
で
説
明
責
任
が
強
化

さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
税
務
署
か
ら
事
前
通

知
の
電
話
が
あ
れ
ば
、
2
月
2

日
発
行
の
月
刊
保
団
連
『
保
険

医
の
経
営
と
税
務
』
の
巻
末
に

あ
る
、
事
前
通
知
聞
き
取
り
の

た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
活

用
い
た
だ
き
た
い
。（
協
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
能
）

保険医の経営と税務
確定申告・医業経営改善のために
12年分の確定申告にご活用
下さい。
追加でご入用の場合は協会
事務局まで。

8
4
0
）

　
3
月
21
日（
木
）午
後
2
時
〜

　

 

担
当
＝
河
原
社
会
保
険
労
務
士

福島をわすれず、
原発のない未来をめざして
みんなで、デモしよう！

と　き　３月９日（土）
ところ　円山公園（雨天決行）
●ひろば企画　No Nukes ３・９　 12：00～　しだれ桜周辺
　脱原発パワースポット／フリースピーチ／ライブ・アートパフォーマンス など
●メイン集会　　　　13：30～　円山野外音楽堂
　辛淑玉さん、制服向上委員会 ほか
●デモ出発　　　　　14：45～
主 催　バイバイ原発きょうと実行委員会
●連続企画講演会　　18：30～
　「放射能時代を生きる３つのアクション」  辛 淑玉さん
　　場 所　龍谷大学アバンティ響都ホール
共 催　京都府保険医協会　京都府歯科保険医協会　バイバイ原発きょうと実行委員会

福島をわすれず、
原発のない
みんなで、デモしよう！

と　き ３月９日（土）
ところ 円山公園（雨天決行）

バイバイ原発

3･9きょうと

　
読
者
は
入
澤
達
吉
博
士
の
名

前
は
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。

　
氏
は
東
大
内
科
の
教
授
で
大

正
天
皇
の
侍
医
だ
っ
た
。
そ
し

て
大
正
天
皇
の
死
亡
診
断
書
と

も
言
え
る
文
書
を
書
い
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
。
大
正
天
皇
の
病

気
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
揣

摩
憶
測
が
流
れ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
を
賑
わ
せ
た
と
聞
く
。
ぼ

く
の
父
は
何
の
コ
ネ
が
あ
っ
た

か
全
く
不
明
だ
が
、
浦
島
神
社

あ
た
り
の
某
小
学
校
の
代
用
教

員
を
し
て
い
た
あ
と
、
志
を
立

て
て
東
京
に
行
き
、
入
澤
先
生

の
私
宅
に
住
み
込
み
、
玄
関
番

兼
書
生
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て

い
た
と
聞
く
。
入
澤
先
生
は
父

の
生
涯
、
仰
ぎ
見
る
人
生
の
恩

人
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
。
父

の
残
し
た
古
い
書
棚
に
生
涯
大

切
に
し
て
い
た
『
随
筆　
楓
荻

集
』
な
る
氏
の
著
作
が
あ
る
。

昭
和
11
年
8
月
10
日
、
岩
波
書

店
よ
り
刊
行
。
6
0
3
ペ
ー
ジ

の
大
冊
だ
。
ぼ
く
は
徒
然
な
る

ま
ま
ペ
ー
ジ
を
開
き
、
満
4
日

間
か
か
っ
て
読
了
し
た
。
表
紙

の
次
に
「
敬
贈　
入
澤
達
吉
」

と
印
刷
し
た
小
紙
が
貼
っ
て
あ

り
、
そ
の
横
に
「『
随
筆
楓
荻

集
』
を
読
む
。
蘇
峰
生
」
な
る

新
聞
の
切
り
抜
き
が
如
き
紙
片

が
並
ん
で
い
る
。
ち
な
み
に
蘇

峰
生
と
は
徳
富
蘇
峰
の
こ
と
で

徳
冨
蘆
花
の
兄
で
あ
る
。
本
書

の
4
2
2
ぺ
ー
ジ
に
「
国
民
保

険
の
深
憂
大
患
」（
ラ
ジ
オ
放

送
）
な
る
一
章
が
あ
る
。
文
章

の
末
に
昭
和
10
年
1
月
4
日
と

放
送
日
が
記
さ
れ
て
あ
り
、
そ

の
最
初
に
近
く
、
日
本
の
医
者

は
三
階
級
の
医
師
か
ら
作
ら
れ

て
い
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
種
、
先
輩
の
医
者
の
内

弟
子
と
な
り
、
見
慣
い
聞
慣
れ

て
医
術
を
覚
え
、
独
学
で
医
書

を
読
み
或
い
は
不
完
全
な
る
私

立
の
医
学
校
に
通
ひ
な
ど
し
た

後
、
内
務
省
の
試
験
（
後
に
は

文
部
省
の
試
験
）
を
受
け
て
医

者
と
な
る
者
。

　
ま
さ
し
く
父
は
こ
れ
に
該
当

す
る
。
だ
が
天
下
の
入
澤
氏
の

許
で
医
学
の
イ
ロ
ハ
を
習
っ
た

こ
と
は
誠
に
僥
幸
で
あ
り
、
い

か
な
る
コ
ネ
か
不
明
の
度
が
強

く
な
る
。
不
完
全
な
る
私
立
の

医
学
校
と
は
済
世
学
舎
の
類

だ
っ
た
ろ
う
。
父
は
時
お
り
、

そ
の
学
校
の
こ
と
を
話
し
た
こ

と
が
あ
る
。
大
学
の
助
手
、
副

手
の
人
た
ち
が
ア
ル
バ
イ
ト
で

講
義
を
す
る
が
、
ド
イ
ツ
語
を

交
じ
え
た
り
す
る
の
で
な
か
な

か
理
解
で
き
な
い
。
ひ
ど
い
時

は
先
生
の
説
を
受
け
売
り
で
そ

の
ま
ま
話
す
の
だ
が
、
本
人
自

身
が
了
解
し
な
い
こ
と
を
し
ゃ

べ
っ
て
い
た
り
し
た
、
云
々
。

　
入
澤
氏
は
大
正
14
年
に
定
年

で
大
学
を
辞
め
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
ぼ
く
の
生

ま
れ
た
年
で
あ
る
。
父
は
と
き

お
り
出
京
し
て
入
澤
氏
に
お
会

い
し
て
い
た
よ
う
だ
。
父
は
幼

時
、
母
と
生
別
し
家
庭
的
に
不

幸
だ
っ
た
か
ら
、
入
澤
氏
の
家

庭
に
よ
く
な
じ
ん
で
い
た
の
だ

と
思
わ
れ
る
。
父
か
ら
聞
い
た

話
。
入
澤
氏
が

「
お
い
、
お
ま
え
、
村
長
を
し

て
い
る
そ
う
だ
な
」

「
お
ま
え
の
奥
さ
ん
は
い
い
と

こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
そ
う
だ
な
」

　
な
ど
と
言
及
さ
れ
、
父
は
顔

を
赤
ら
め
た
と
言
っ
た
。「
い

つ
ま
で
た
っ
て
も
先
生
か
ら
は

お
ま
え

4

4

4

と
呼
ば
れ
、
し
ん
（
母

の
名
前
）
は
奥
さ
ん
だ
か
ら

な
、
世
話
に
な
る
と
情な

さ
けな
い
こ

と
だ
」
云
々
。

　
入
澤
氏
が
発
病
さ
れ
た
と
の

連
絡
を
受
け
、
父
は
2
回
か
3

回
、
見
舞
い
に
行
っ
た
。
が
偉

い
お
弟
子
さ
ん
た
ち
が
集
っ
て

相
談
し
て
お
い
で
で
、
父
の
出

る
幕
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
夫

人
と
も
話
が
で
き
な
か
っ
た
と

歎
い
て
い
た
。
そ
の
う
ち
危
篤

の
電
報
が
あ
っ
て
父
は
馳
せ
か

け
た
。「
そ
ば
に
も
寄
れ
な
ん

だ
」
と
あ
と
あ
と
聞
い
た
。
有

名
な
弟
子
さ
ん
た
ち
が
つ
ど
っ

て
合
議
を
し
、
代
表
の
人
が

「
先
生
、
こ
れ
こ
れ
の
加
療
を

し
ま
し
ょ
う
か
」
と
質
問
す
る

と
、
先
生
は
笑
っ
て
、「
お
ま

え
た
ち
の
相
談
で
き
め
な
さ

い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で

あ
る
。

　
入
澤
氏
は
幼
時
よ
り
漢
学
の

素
養
が
あ
り
、
漢
詩
を
沢
山

作
っ
て
お
ら
れ
る
。
随
筆
集
の

名
称
だ
が
、
楓
は
言
う
ま
で
も

な
く
「
か
え
で
」
で
ふ
う
4

4

と
読

む
。
荻
は
当
然
萩は

ぎ
か
と
思
っ
た

が
、
辞
書
を
引
い
て
驚
い
た
。

萩
と
荻
は
別
種
の
植
物
で
、
水

辺
、
原
野
に
生
ず
る
菊
科
の
多

年
草
と
あ
っ
た
。
て
き
4

4

と
読

む
。
そ
れ
で
書
名
は
楓ふ

う
荻て

き
集し

ゅ
う、

と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
集
中
、

ど
こ
に
も
書
い
て
な
い
。
何
だ

か
学
力
テ
ス
ト
を
受
け
て
い
る

よ
う
な
気
が
し
た
。

　
最
後
に
つ
け
加
え
る
こ
と

は
、
父
は
昭
和
21
年
9
月
6
日

に
死
亡
し
た
が
、
そ
の
後
の
こ

と
で
あ
る
。
数
人
の
方
の
連
名

で
封
書
、
内
容
は
入
澤
達
吉
先

生
の
御
夫
人
が
生
活
に
困
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
、
カ
ン
パ

を
し
て
ほ
し
い
と
の
文
面
だ
っ

た
。
当
時
ぼ
く
は
大
学
時
代
の

終
わ
り
か
、
イ
ン
タ
ー
ン
生
の

時
だ
っ
た
か
と
思
う
が
、
全
く

ど
ん
底
時
代
の
こ
と
で
無
視
し

て
し
ま
っ
た
。
あ
あ
、
父
に
す

ま
な
い
こ
と
を
し
た
。

入
澤
達
吉
博
士

谷口　謙（北丹） 　  ＜30＞
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